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㐠営つ則 

➨㸯❶ ⥲則 

㸦┠ⓗ㸧 

➨㸯条 本会の㐠営を円にし、その┠ⓗを㐩成するために、定Ḱに基づき、⤌⧊㐠営な

どに㛵するつ則を定める。 

➨㸰❶ 会員 

㸦会員の㈨格➼㸧 

➨㸰条 会員の㈨格、入会、㏥会、休会については、定Ḱ➨㸰❶に定めるところによるほ

か、会員㈨格に㛵するつ則、会員㈨格に㛵するつ⛬などのㅖつ定によるものとする。 

㸦㑂守⩏務㸧 

➨㸱条 ṇ会員は、定Ḱ及びㅖつ定の定めるところによって㐺ἲになされた⥲会並びに⌮

事会のỴ定は、これを㑂守し、協力しなければならない。 

➨㸱❶ 役員➼ 

㸦役員➼の㑅任㸧 

➨㸲条 役員➼の㑅任は、定Ḱ➨㸱❶に定めるほか「⌮事及び┘事㑅任に㛵するつ⛬」に

定める。また、⌮事㛗㑅挙に㛵する手⥆は「⌮事㛗㑅挙に㛵するつ⛬」に定める。 

㸦役員➼の任務㸦⫋務㸧㸧 

➨㸳条 役員➼は、定Ḱ➨㸱❶に定めるところに従い、ḟの⫋務を⾜う。 

㸦㸯㸧⌮事㛗 

①本会を代⾲し、対外ⓗなⓎゝをし、すべての事業の⥲括㈐任をもつ。

②本会の㐠営を円ならしめるため、副⌮事㛗、専務⌮事その他の⌮事の⫋務・㈐任の

分担をỴ定する。

③公┈♫団ἲ人日本㟷年会㆟所⥲会及び㛵東地区協㆟会・束京ブロック協㆟会の会員会

㆟所会㆟に出席し、本会㆟所の有する㆟Ỵ権の⾜使及び意ぢのⓎ⾲をする。

㸦㸰㸧副⌮事㛗 

①⌮事㛗と㐃⤡を密にし、常に本会㆟所の⤌⧊を㏻じてṇ会員の㐠動を⫱成する。

②専務⌮事と協㆟し、本会の㐠営を円ならしめる。

㸦㸱㸧専務⌮事 本会の庶務、΅外➼を⥲括し、役員との㐃⤡を密にして㐠営を円なら
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しめ、かつ充実を図るため以下の⫋務を有する。 

①⌮事㛗を⿵佐し、副⌮事㛗と協力して、本会の庶務、΅外➼についての㈐任をもつ。 

②⥲会の⟶⌮、⌮事会の㐠営を担当する。

③役員及び会員への㐃⤡を担当する。

④会員の⟶⌮を担当する。

⑤公┈♫団ἲ人として必せとなる、東京㒔への事業⏦ㄳ・報告を担当する。

㸦㸲㸧⌮事 ⌮事会を構成し、⌮事㛗の指♧のもとに担当する⫋務に対して、㈐任と権㝈  

を有し、本会の㐠営に✚極ⓗに参⏬する。 

①⌮事会に出席して意ぢを㏙べ、本会全体の㐠営に✚極ⓗに参⏬する。

②本会の┠ⓗ㐩成のために、事業を企⏬・検ウ・実施し、かつその成果を☜ㄆして報告

書又は㆟事㘓➼を⌮事㛗に提出する。

③⌮事のうちに㈈務担当⌮事を⨨き、本会㈨⏘の⟶⌮㐠⏝、会ィ事務の処⌮、㈈務に㛵

する庶務を執⾜させる。

④専務⌮事の⫋を⿵佐するため、⌮事のうちに副専務⌮事を⨨くことができる。

㸦㸳㸧┘事 定Ḱ➨㸯㸶条の定めるところによる。 

㸦㸴㸧┤前⌮事㛗➼ 定Ḱ➨㸰㸯条、同㸰㸱条➨㸲㡯の定めるところによる。 

➨㸲❶ ⥲会 

㸦⥲会の㐠営㸧 

➨㸴条 ⥲会の㐠営については、定Ḱ➨㸲❶に定めるところによる。 

➨㸳❶ ⌮事会 

㸦⌮事会の㐠営㸧 

➨㸵条 ⌮事会の㐠営については、定Ḱ➨㸳❶に定めるところによる。 

㸦⌮事会の審㆟事㡯㸧 

➨㸶条 ⌮事会は、定Ḱ➨㸱㸷条➨㸯㡯の定めるところに従い、ḟの事㡯についても審㆟

する。 

㸦㸯㸧室及び委員会➼の⦅成及びタ⨨・改廃に㛵する事㡯 

㸦㸰㸧事務局⫋員の任免 

㸦㸱㸧本会後援➼名⩏使⏝に㛵する事㡯 

㸦⌮事会の傍⫈㸧 

➨㸷条 ⌮事会の傍⫈を希望する⪅は、あらかじめ専務⌮事に届け出るものとする。 
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㸦ㅖ会㆟㸧 

➨㸯㸮条 ⌮事㛗は必せに応じて、㐃⤡会㆟、ㅖ会㆟➼を㐺宜㛤催する。 

㸰 専務⌮事は、必せに応じて㐃⤡会㆟➼を㐺宜㛤催する。 

➨㸴❶ 例会並びに出席 

㸦例会の㛤催㸧 

➨㸯㸯条 ⌮事㛗は例会㛤催日の㸰㐌㛫前までに、その㛤催を各会員に㏻▱しなけれ  

ばならない。 

㸰 例会㛤催における⣽┠については、例会㛤催マニュアル➼に基づく。 

㸦例会の担当委員会➼㸧 

➨㸯㸰条 例会を担当する委員会➼は、ḟ条に定める例会のㅖ事㡯について、㆟案を㉳案

の上、事業ィ⏬収支予⟬書を⌮事会に提出し、その承ㄆを得るとともに、当ヱ例会の

⤊了後すみやかに、事業報告・収支Ỵ⟬書を⌮事会において報告しなければならない。 

㸦例会㸧 

➨㸯㸱条 ⌮事会は、例会につきḟの事㡯をỴ定する。 

㸦㸯㸧㛤催の日時及び場所 

㸦㸰㸧本会が㈇担する㔠㢠及び参加⪅から徴収する参加料 

㸦㸱㸧例会の事業ィ⏬と収支予⟬ 

㸦㸲㸧その他、例会の㛤催に㛵する㔜せ事㡯 

㸰 ⌮事会は、前㡯グ㍕の各事㡯については、例会㛤催日の㸰㐌㛫前までにỴ定しなければ

ならない。 

㸦出 席㸧 

➨㸯㸲条 ṇ会員は、例会その他⌮事㛗が催す会合に出席しなければならない。 

㸰 ṇ会員は、本会の会合には㛤会時刻を厳守し、服をṇし、会員❶㸦㹈㹁バッジ㸧、

ネームプレートを╔⏝して出席しなければならない。ただし、⌮事会又は⌮事㛗が、別

㏵の定めをする場合には、その定めに従う。 

㸱 本条➨㸯㡯で定める会合㛤催日に、⌮事㛗の事前の承ㄆを得て、公┈♫団ἲ人日本㟷

年会㆟所の事業、他㟷年会㆟所、他団体の事業へ本会を代⾲して出席した場合、本会の

会合に出席したものとする。 

㸲 ṇ会員は、少なくとも㸴㸮㸣以上の例会に出席しなければならない。 

㸳 専務⌮事は、ṇ会員の例会出欠≧ἣを、㸲月及び㸷月に⌮事会に報告しなければなら
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ない。 

➨㸵❶ 室及び委員会➼ 

㸦室➼㸧 

➨㸯㸳条 委員会の上位⤌⧊として、その性㉁、内容➼に応じて、室➼を⨨くことができ

る。 

㸰 室➼には、⌮事㛗が⌮事のうちから任命した㈐任⪅を⨨く。 

㸦委員会➼のタ⨨㸧 

➨㸯㸴条 委員会➼のタ⨨については、定Ḱ➨㸳㸮条➨㸯㡯の定めるところによる。 

㸰 委員会のタ⨨並びに名⛠は⌮事会においてỴ定する。 

㸱 ⌮事㛗はㅎ問のⅭに、ㅖ会㆟を㛤催できる。 

㸦委員会の任務㸧 

➨㸯㸵条 委員会の任務は、本会の┠ⓗ㐩成に必せな事業ィ⏬の☜❧と本会の┠ⓗ㐩成に

必せな事業の実施の推㐍ẕ体となることにある。ただし、委員会Ỵ㆟事㡯を対外ⓗに

実施するときは、委員㛗が⌮事会の承ㄆを得なければならない。 

㸦委員会の㛤催㸧 

➨㸯㸶条 委員会は、ẖ月㸯回以上委員㛗が㛤催する。この場合、⌮事㛗、副⌮事㛗、専

務⌮事その他室➼の㈐任⪅に、㛤催を㏻▱することをせする。委員会㛤催における⣽

┠については、委員会㛤催マニュアルに基づく。 

㸦委員会の構成㸧 

➨㸯㸷条 委員会には、委員㛗㸯名、副委員㛗㸯名以上、幹事㸯名以上、委員ⱝ干名を⨨

く。 

㸰 委員はṇ会員の希望を勘案し、⌮事会において協㆟のうえその所属委員会をỴ定する。 

㸦委員㛗、副委員㛗の任務㸧 

➨㸰㸮条 委員㛗は委員会を代⾲し、会務を⥲括する。 

㸰 委員㛗は委員会の会合を招㞟し、その㆟㛗となる。 

㸱 副委員㛗は委員㛗を⿵佐し、委員㛗に事故あるときは、その⫋務を代⾜する。 

㸲 副委員㛗は委員会ά動の⾜事日⛬、グ㘓➼の事務処⌮を⾜い、専務⌮事又は⌮事㛗の

指定する⪅に提出する。 

㸳 委員㛗・副委員㛗及び委員の任期は、⌮事会において委員㛗➼がỴ定された⩣年の㸯
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月㸯日から㸯㸰月㸱㸯日までとする。 

㸦≉別委員会➼のタ⨨㸧 

➨㸰㸯条 ⌮事㛗は、当年度事業ィ⏬に基づき、担当⌮事をỴ定し、≉別委員会➼をタ⨨

することができる。 

㸰 ≉別委員会➼のタ⨨及び名⛠は⌮事会においてỴ定する。 

㸦≉別委員会➼の任務㸧 

➨㸰㸰条 ≉別委員会の任務は公┈性のある⊂⮬の事業ィ⏬の☜❧及び実施ẕ体となるこ

とにある。ただし、委員会Ỵ㆟事㡯を対外ⓗに実施するときは、担当⌮事が⌮事会の

承ㄆを得なければならない。 

㸦≉別委員会➼の構成㸧 

➨㸰㸱条 委員会には委員㛗㸯名、副委員㛗㸯名以上、幹事、委員を⨨くことができる。 

㸰 委員は、委員㛗がỴ定し担当⌮事が⌮事会に報告する。委員は会員とは㝈らない。 

㸦≉別委員会➼委員㛗・副委員㛗の任務㸧 

➨㸰㸲条 委員㛗は、委員会を代⾲し、会務を⥲括する。 

㸰 委員㛗は、委員会の会合を招㞟し、その㆟㛗となる。 

㸱 副委員㛗は、委員㛗を⿵佐し委員㛗に事故あるときはその⫋務を代⾜する。 

㸲 副委員㛗は、委員会ά動の⾜事日⛬・グ㘓➼の事務処⌮を⾜い担当⌮事に提出する。 

㸳 委員㛗・副委員㛗及び委員の任期は⌮事会においてỴ定する。 

㸦◊修会について㸧 

➨㸰㸳条 本会は、会員並びに市Ẹの指導力㛤Ⓨに㛵する◊修会を㛤催することが望まし

い。 

➨㸶❶ ㈨⏘及び事務局の⟶⌮ 

㸦㈨⏘の⟶⌮㸧 

➨㸰㸴条 ㈨⏘の⟶⌮は、定Ḱ➨㸳㸵条に定めるほか「会ィつ⛬」に定める。 

㸦事務局及び定Ḱの備付㸧 

➨㸰㸵条 事務局のタ⨨➼は、定Ḱに定めるほか『庶務つ⛬』に定める。 

㸰 事務局又は専務⌮事は、定Ḱ➨㸴㸶条の定めに従い、文書を常に備付け、整⌮・保⟶

にあたる。 
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㸦事務局㛗㸧 

➨㸰㸶条 事務局を㐠営するため、⌮事㛗は、⌮事会の承ㄆを得て、事務局㛗を任免する

ことができる。この場合、⌮事が事務局㛗を兼務することを妨げない。 

㸰 事務局㛗は事務局に㛵することについて、⌮事㛗のồめに応じて⌮事会に出席しⓎゝす

ることができる。ただし、事務局㛗が⌮事を兼務する場合を㝖き、⌮事会における㆟

Ỵ権を有しない。 

➨㸷❶ 〔㈹ 

㸦〔 ㈹㸧 

➨㸰㸷条 本会は、㟷年会㆟所㐠動のⓎ展と㧗揚に㈨するため、その㐠動に㈉⊩した会員、

室又は委員会➼、事業、個人、団体➼を〔㈹つ⛬により〔㈹することができる。 

➨㸯㸮❶ 入会㔠及び会㈝ 

㸦入会㔠及び会㈝㸧 

➨㸱㸮条 会員は入会に㝿し、下グの入会㔠を支払わなければならない。 

㸦㸯㸧ṇ会員 㸱㸮㸪㸮㸮㸮円 

㸦㸰㸧≉別会員 㸮円 

㸦㸱㸧㈶助会員 㸮円 

㸰 ṇ会員は、ẖ年度㸯月㸱㸯日までに下グの年会㈝を⣡付しなければならない。 

㸦㸯㸧前事業年度以前に入会した⪅ 㸯㸰㸮㸪㸮㸮㸮円 

㸦㸰㸧当ヱ事業年度に入会した⪅ 㸴㸮㸪㸮㸮㸮円 

㸱 ㈶助会員は、ẖ年度㸯月㸱㸯日までに下グの㈶助会㈝を⣡付しなければならない。 

㸯㸮㸪㸮㸮㸮円㸦㸯口㸧 但し、口数に制㝈をタけない。 

㸦年会㈝の≉例㸧 

➨㸱㸯条 その事業年度の㏵中で入会するṇ会員の年会㈝は、㸯㸰から入会審議可決の翌

月から同年㸯㸰月までの残月数を控除したものに、㸳，０００円を乗じた金額とする。 

㸰 前事業年度以前に入会したṇ会員の年会㈝は、以下のとおり分⣡することができる。 

㸦㸯㸧㸰分割方式 

指定の書式による分⣡届けを㸯月末日までに㈈務担当⌮事に提出し、㸯月未日まで㸴㸮㸪

㸮㸮㸮円、㸴月未日まで㸴㸮㸪㸮㸮㸮円を支払う。 

㸦㸰㸧㸯㸰分割方式 

指定の書式による分⣡届けを㸯月末日までに㈈務担当⌮事に提出し、ẖ月㸯㸮㸪㸮㸮㸮
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円を支払う。ただし、この場合、指定㔠⼥機㛵において、指定日に口座⮬動㏦㔠をしてい

る⪅に㝈る。 

㸱 ṇ会員の≉別な⌮⏤による㏥会に㝿し、㛫断をあけることなく当ヱ㏥会⪅の推⸀を受

けた⪅が入会する場合は、㌿勤により後任⪅が入会する場合など㏥会と入会に密接な㛵㐃

性があることを⌮事会にㄝ明し、その承ㄆを得ることにより、会㈝の免㝖を受けることが

できる。ただし、入会に伴う事務⤒㈝は実㈝㈇担する。 

㸦会㈝⣡入≧ἣの報告㸧 

➨㸱㸰条 ㈈務担当⌮事は、㸯月㸱㸯日⌧在の会㈝の⣡入≧ἣを、㸰月に、⌮事会に報告

しなければならない。 

㝃則 

本つ則は、⥲会の㆟Ỵを⤒て、改廃することができる。 

本つ則は、㸯㸷㸷㸮年㸯㸰月㸳日より施⾜する。なお、㸰㸮㸯㸴年㸯㸰月㸷日一㒊改定

において、定Ḱに従い、本つ定の名⛠を変更している。 

㸯㸷㸷㸯年㸰月㸯㸱日 一㒊改定 

㸯㸷㸷㸯年㸯㸰月㸱日 一㒊改定 

㸯㸷㸷㸳年㸷月㸯㸱日 一㒊改定 

㸯㸷㸷㸵年㸯㸰月㸱日 一㒊改定 

㸯㸷㸷㸷年㸷月㸯㸲日 一㒊改定 

㸰㸮㸮㸯年㸶月㸰㸴日 一㒊改定 

一㒊改定 㸰㸮㸮㸲年㸯㸰月㸶日 

㸰㸮㸯㸴年㸯㸰月㸷日  一㒊改定
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会員資格に㛵する規則 

第1章 入会 

㸦入会申込み㸧 

第㸯条 本会へ入会を希望する者は、所定の入会申込書に定める事㡯を記載し、希望者本

人の証明写真㸰枚および住民票㸯通を添付し、理事㛗が指名した担当理事に提出するも

のとする。 

㸰 入会申込者は、理事会で入会が承認された時に満㸰㸮歳以上かつ入会した年の㸯㸰月

㸱㸯日に㸲㸮歳未満であること要する。ただし、すでに他の㟷年会議所の正会員㸦休会

中を含む。㸧であって、本会議所に移籍により入会申込みをした入会申込者については

この㝈りではない。 

㸱 前㡯ただし書きの入会申込者は、入会申込書に所属㟷年会議所理事㛗による申込者本

人の出席、活動状況を具体的に記入した推薦状を添付することを要する。 

㸦入会申込後承認前の手続き㸧 

第㸰条 入会申込書の提出を受けた担当理事は、会員資格に㛵する規程に定める手続きを

経た上、所見とともに、直近に㛤かれる担当委員会に付議するものとする。 

㸰 所定の入会申込書が提出された場合、理事㛗又は理事㛗が指名した財務担当理事は、

速やかに定款第㸷条に定める入会金を請求しなければならない。 

㸱 所定の入会申込書を提出した者は、速やかに定款第㸷条に定める入会金に相当する金

㢠を支払わなければならない。ただし、入会が承認されなかった場合、本会議所はこれ

を速やかに返還するものとする。 

㸲 本条第㸯㡯の担当理事は、理事会で入会が承認された者に対して、直ちに入会が承認

された旨を通知しなければならない。 

㸦入会承認後の手続き㸧 

第㸱条 入会申込者は、理事会で入会が承認された時に本会の正会員としての資格を取得

するものとする。ただし、理事会が、資格取得時を指定したときは、指定された資格取

得時に正会員としての資格を取得するものとする。 

㸰 理事㛗又は理事㛗が指名した財務担当理事は、理事会において入会が承認された者が正

会員としての資格を取得した後、速やかに定款第㸷条に定める年会費を請求しなければ

ならない。 

㸱 正会員としての資格を取得した者は、前㡯の請求をされた日が属する月の翌月末まで

に、年会費を支払わなければならない。 
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第㸰章 退会及び㝖名 

㸦会費等の納入義務に違反した会員に㛵する手続き㸧 

第㸲条 定款第㸷条に定める会費等の納入義務に違反した会員に対しては、総会の決議に

よって㝖名することができる。ただし、上記の決議を行うまでに、次の手続きを行わな

ければならない。 

㸦㸯㸧財務担当理事は会費等納入期日後で直近に㛤かれる理事会に、会費等未納の会員を

報告しなければならない。 

㸦㸰㸧理事会は前号の当該会員に直ちに文書で会費等納入の督促を行わなければならない。 

㸦㸱㸧次回㛤催の理事会において財務担当理事は、その結果を報告すると同時に滞納会員

に対し再度督促を行う。 

㸦㸲㸧前㸰回の督促にもかかわらず、なお滞納している会員に対しては㸰ヵ月㛫の納入期

㝈を定め、第㸱回目の督促にあわせて㝖名の警告をしなければならない。 

㸦㸳㸧上記第㸰号から第㸲号までに規定する督促を行ったにもかかわらず、会費等を納入

しない会員に対しては定款第㸯㸰条の会員の㝖名に㛵する規定を適用できる。 

㸦㸴㸧本条による督促は、会員名簿記載の住所にあてて発することをもって足りる。 

㸦年㛫出席率が極めて低い正会員に対する退会勧告㸧 

第㸳条 例会および委員会の年㛫出席率が極めて低い正会員に対しては、理事会の決議に

より退会勧告をすることができる。 

㸦委員会における出欠状況報告㸧 

第㸴条 専務理事は、会員の委員会における出欠状況を、㸲月及び㸷月に理事会に報告し

なければならない。 

㸦他の㟷年会議所の正会員を兼ねている者に対する退会勧告㸧 

第㸵条 理事会は他の㟷年会議所の正会員を兼ねている正会員に対しては、事情を調査の

上、退会を勧告することができる。 

第㸱章 特別会員 

㸦資格取得㸧 

第㸶条 正会員で、満㸲㸮歳に達することによってその年の㸯㸰月㸱㸯日をもって資格を

失った者は、所定の入会金を納入することにより、特別会員の資格を取得する。 

㸰 特別会員の資格は終身とする。 
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第㸲章 賛助会員 

㸦入会申込み㸧 

第㸯㸮条 本会の賛助会員となろうとする者は、正会員又は特別会員㸯名の推薦を得て所

定の入会申込書を本会に提出するものとする。ただし、特別会員である者は、推薦を得

ることを要しない。 

㸰 理事㛗は資格審査について担当理事を指定する。 

㸦資格審査㸧 

第㸯㸯条 担当理事は入会申込のあった者について、本会の目的に賛同し、その事業に協

力しあるいは本会の発展を賛助しようとするかを審査したうえ、入会承認の可否を直近

の理事会に付議する。 

㸰 理事会から入会を承認された賛助会員は、所定の入会金及び賛助会費を支払った日か

ら賛助会員となるものとする。 

㸦賛助会費㸧 

第㸯㸰条 賛助会費は、㸯口以上とする。 

㸰 賛助会員となろうとする者は理事会の入会承認のあった日から、㸯か月以内に賛助会

費を支払わなければならない。 

㸱 毎年㸯月㸯日に賛助会員としての資格を有する者は、理事㛗の指定する期日までに所

定の年会費を支払わなければならない。 

㸲 賛助会員の入会金及び年会費等の㢠の設定・変更については、総会の議決によりこれ

を定める。 

㸦賛助会員の権利㸧 

第㸯㸱条 賛助会員又はその指名する者㸦個人は1口につき特定者㸯名、団体又は法人は不

特定者㸯名とし、それぞれ、住所、氏名及び賛助会員との㛵係を予め届出ておくこと。

変更の場合もまた同じ。㸧は理事会が指定する例会、事業に出席又は参加することがで

きる。ただし、理事会は、その事業年度内において、指定をする権㝈の全部又は一部を

理事㛗に委任することができる。 

㸰 本会は、入会後直近の本会が発行する発行物に、無料で賛助会員の住所、法人名、団

体名又は氏名等を㸯回掲載する。 

㸱 本会は、賛助会員又はその指名する者に対し、本会が発行する発行物を配布する。 

㸲 賛助会員は本会の正会員としての権利を有さない。 

第㸯㸲条 退会を希望する賛助会員は所定の退会届けを理事㛗に提出する。 
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㸰 年会費を第㸯㸰条第㸰㡯および第㸱㡯の所定の期日までに納入しなかった賛助会員は、

督促後なお㸴カ月以上納入しなかったときは、賛助会員の資格を喪失する。 

第㸳章 補則 

㸦規程㸧 

第㸯㸳条 この規則の施行に㛵して必要な事㡯は、理事会の議決を得て、会員資格に㛵す

る規程にこれを定めるものとする。 

㝃則 

本規則は、㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日から施行する。 

本規則は、㸯㸷㸷㸮年㸯㸰月㸳日より施行する。なお、㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日一部改定にお

いて、定款に従い、本規定の名称を変更している。 

㸯㸷㸷㸯年㸰月㸯㸱日 一部改定 

㸯㸷㸷㸳年㸷月㸰㸶日 一部改定 

㸯㸷㸷㸵年㸯㸰月㸱日 一部改定 

㸰㸮㸮㸲年㸯㸰月㸶日 一部改定 

㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日 一部改定 
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会員㈨格に㛵するつ程

第㸯章 入会審査

㸦推⸀者㸧

第㸯条 入会申㎸者が入会審査を受けるには、正会員㸰名が推⸀者となることをせ

する。

㸰 推⸀者のうち㸯名は、入会申㎸者と同一勤務先でないことをせする。

㸦推⸀者の㈐任㸧

第㸰条 入会申㎸者を推⸀した正会員は、当ヱ入会申㎸者の入会年度及び翌事業年

度、当ヱ入会申㎸者の各種会合への出席ならびに入会申㎸者の出処㐍㏥につき

㈐任を㈇うものとする。なお、入会申㎸者を推⸀しようとする正会員は品格あ

る㟷年の推⸀に努め、かつ当ヱ入会申㎸者に㟷年会㆟所の主旨と活動を理ゎせ

しめなければならない。

㸦オリエンテーションの受ㅮ㸧

第㸱条 入会申㎸者は、オリエンテーションとして、理事㛗又は理事㛗から指定さ

れた者から㠃ㄯの方式で、以下の内容を含む本会の概せについてㄝ明を受ける

ことをせする。

㸦㸯㸧本会の目的

㸦㸰㸧本会の活動内容

㸦㸱㸧本会の会員㈨格

㸦㸲㸧本会の入会㔠、年会㈝の㔠㢠、それぞれの支払時期

㸦㸳㸧その他必せと思われる事㡯

㸦オブザーバーとしての例会出席㸧

第㸲条 入会申㎸者は、入会審査時から㐳ること㸴か月以内に、本会の例会にオブ

ザーバーとして出席していることをせする。なお、この場合、実㈝を徴収され

ることがある。

㸦入会審査㸧

第㸳条 入会審査にあたる委員会㸦以下この章において担当委員会という㸧は入会

申㎸書を受け取った後、次の事㡯を審査しなければならない。

㸦㸯㸧推⸀の理由

㸦㸰㸧推⸀者の第㸰条の㈐任の承ㅙ

㸦㸱㸧㐣去において本会に入会を拒否された事実の有無

㸦㸲㸧入会申㎸者の年令、住所、⫋業、経歴、㊃味、他の団体所属の有無、他の

㟷年会㆟所所属の有無

㸦㸳㸧オリエンテーション実施の有無
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㸦㸴㸧オブザーバーとして、入会審査時から㐳ること㸴か月以内に、本会の例会

に出席したことの有無

㸦㸵㸧定款第㸷条に定める入会㔠の支払日又は支払予定日

㸦㸶㸧正会員として充分な活動ができるかどうか

㸦㸷㸧その他正会員としての㐺格性

㸦不㐺格事㡯㸧

第㸴条 担当委員会は入会申㎸者が下グのいずれかにヱ当する場合は、入会できな

い理由をそえて、本人に㏻知するものとする。

㸦㸯㸧推⸀者の㈨格が第㸯条に反するとき

㸦㸰㸧会員㈨格に㛵するつ則第㸯条に反して入会申㎸がなされているとき

㸦㸱㸧定款第㸯㸯条のつ定に基づき、本会の会員㈨格を喪失したことがあるとき

㸦ただし、同条㸯㡯㸦㸴㸧の事由にヱ当して会員㈨格を喪失した場合で、本

会㆟所に対する未履⾜債務を完済したときを㝖く㸧

㸦㸲㸧オリエンテーションを受けていないとき

㸦㸳㸧入会審査時から㐳ること6か月以内に、本会の例会に、オブザーバーとして
出席していないとき

㸦㸴㸧正当な理由がなく、入会申㎸書提出日から㸱ヶ月以内に、理事会において

入会の承ㄆを受けられないとき

㸦㸵㸧その他正会員として不㐺格であるとㄆめられるとき

㸦理事会の審㆟㸧

第㸵条 担当委員会は第㸳条の審査終了後、担当委員会の所ぢを入会申㎸書ととも

に文書で直㏆に㛤かれる理事会に付㆟しなければならない。ただし定款第9条に
定める入会㔠の支払が確ㄆできない場合は、㸱か月を㝈度として理事会の付㆟

を㐜らせるものとし、なお確ㄆできなかった場合は第㸴条㸦㸴㸧を準用し、入

会不㐺格として入会申㎸を無効とする。

㸰 理事会は入会審査については、担当委員会の審査結果をできる㝈り尊㔜する。

第㸰章 休会・復会・㏥会

㸦休会の申し出㸧

第㸶条 会員は下グのいずれかにヱ当するときは、休会を申し出ることができる。

ただし、会員が満㸲㸮歳になる年度については、休会することが出来ない。

㸦㸯㸧国外に旅⾜又は㥔在し、㸱カ月以上の㛗期にわたって会員として活動できな

いと思われるとき

㸦㸰㸧療㣴生活のため、㸱カ月以上の㛗期にわたって会員として活動できないと思

われるとき

㸦㸱㸧東京㒔内に居住又は勤務していないとき

㸦㸲㸧その他やむを得ない事情により㛗期㛫各種事業、会㆟に出席できな いとき
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㸦休会手続き㸧

第㸷条 休会を希望する者は、下グ事㡯をグ入して休会㢪いにグ入捺印のうえ、当

ヱ年度会㈝及び⮫時に徴収する会㈝㸦以下「会㈝等」という㸧の㡿収書の写し

を添付して、理事㛗に提出することをせする

㸦㸯㸧申出人の氏名および住所

㸦㸰㸧提出年月日

㸦㸱㸧休会を必せとする理由

㸦㸲㸧休会を必せとする期㛫

㸦㸳㸧休会中の㐃絡先

㸦代理人による休会申し出㸧

第㸯㸮条 休会の申し出は代理人によってもこれをなし得る。ただし、代理人は正

会員たることをせし、代理人は委任状により代理権をド明することをせする。

㸦理事会の審㆟㸧

第㸯㸯条 理事㛗又は理事㛗が指名した担当理事は休会㢪いの提出があったときは、

第㸷条のせ件を満たすか否かをㄪ査したうえ、これを理事会に付㆟する。理事

会において休会の申し出を理由ありとㄆめたときは休会を承ㄆし、申出人はそ

の翌日から承ㄆされた期⪺、休会中の会員となる。

㸦㏻知㸧

第㸯㸰条 理事会が休会を承ㄆしたときは、理事㛗又は理事㛗が指名した担当理事

は、直ちに会員名簿にその旨をグ入すると共に、申出人に㏻知することをせす

る。

㸰 休会期㛫中における会員に対する㏻知は、会員名簿グ㍕の住所に宛てて発する

ことをもって㊊りる。

㸦休会中の権利義務㸧

第㸯㸱条 休会中の正会員は出席の義務は停止される。

㸦休会期㛫およびその延㛗㸧

第㸯㸲条 会員が満㸲㸮歳となる年度については、休会を延㛗することができない。

休会中の会員が満㸱㸷歳となった年度の終了をもって休会期㛫の満了とする。

㸰 休会期㛫は年度ごとを基礎とし、最㛗㸱年度までの期㛫を申ㄳできる。㸷月㸯

日以㝆、休会を申し㎸む場合は、休会期㛫については、翌年の㸯月㸯日の申し

㎸みとして扱う。

㸱 休会中の会員で休会期㛫の延㛗を希望する者は、期㛫満了年の㸯㸮月末までに,
休会期㛫延㛗㢪いを理事㛗に提出しなければならない。

㸲 前㡯の休会期㛫延㛗㢪いが提出されたときは、理事㛗又は理事㛗の指名する担

当理事は申出人から口㢌又は書㠃にてその理由を⫈取することができる。延㛗
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㢪いに㛵するその他の手続きについては、本つ程第㸷条のつ程を準用する。

㸳 休会期㛫の延㛗は、特段の事情があり、理事会が承ㄆした場合は㸰年度までと

する。

㸦復会の手続き㸧

第㸯㸳条 休会中の会員が復会しようとするときは、下グのせ件をグ入した復会届

を理事㛗又は理事㛗の指名する担当理事に提出しなければならない。

㸦㸯㸧申出人の氏名および住所

㸦㸰㸧提出年月日

㸦㸱㸧休会の事由が止んだこと

㸦復会の承ㄆ㸧

第㸯㸴条 理事㛗又は理事㛗が指名する担当理事は、復会届が提出されたときは、

㏿やかに理事会に報告し、その承ㄆを得たうえで会員名簿にその旨をグ入しな

ければならない。

㸰 理事会で復会が承ㄆされたとき、前条の復会届を提出した日に復会したものと

し、復会者には正会員としての義務が発生する。

㸦所属委員会㸧

第㸯㸵条 理事会は、休会会員の復会を承ㄆしたとき、すみやかに復会者の所属委

員会を決定する。ただし、理事会は、理事㛗に一任することができるものとす

る。

㸦㏥会の手続き㸧

第㸯㸶条 ㏥会を希望する者は、下グ事㡯をグ入して㏥会㢪いを提出し、当ヱ年度

会㈝等㡿奴書の写しを添付して、理事㛗に提出すること。

㸦㸯㸧申出人の氏名および住所

㸦㸰㸧提出年月目

㸦㏥会者の会㈝等㸧

第㸯㸷条 ㏥会者は、年度のいかなる時期に㏥会しても、その当ヱ年度の会㈝等を

納入しなければならず、又すでに納入した会㈝等の㏉㑏をㄳ求することはでき

ない。

㝃則 

本つ程は、㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日から施⾜する。 

本つ則は、㸯㸷㸷㸮年㸯㸰月㸳日より施⾜する。なお、㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日一㒊改

定において、定款に従い、本つ定の名称を変更している。 

㸯㸷㸷㸯年㸯㸰月㸱日 一㒊改定 

㸯㸷㸷㸵年㸯㸰月㸱日 一㒊改定
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㸯㸷㸷㸷年㸷月㸯㸲日 一㒊改定 

㸰㸮㸯㸵年㸯月㸯日  一㒊改定
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会ィ処理つ程 

第㸯章 総則 

㸦目的㸧 

第㸯条 このつ程は公益社団法人ㄪ布㟷年会㆟所の会ィ処理に㛵する基準を定め、会ィ業務を㐺正か

つ㎿㏿に処理し、本会㆟所の㈈産及び経営状況を明らかにして⬟率的な㐠営と公益活動の向

上をィることを目的とする。 

㸦㐺用範囲㸧 

第㸰条 本会㆟所の会ィに㛵する事㡯は、定款に定めるものの他は、このつ程によるものとする。 

㸦会ィ処理の原則㸧 

第㸱条 会ィ処理の手続及び原則は、公益法人会ィ基準に基づくものとする。 

㸦会ィ年度㸧 

第㸲条 会ィ年度は、定款に定める会ィ年度にしたがい、㸯月㸯日に始まり㸯㸰月㸱㸯日に終わるも

のとする。 

㸦会ィの区分㸧 

第㸳条 会ィの区分は法令の定めにより必せとされる場合は、会ィ区分をタけるものとする。 

㸦会ィ㈐任⪅㸧 

第㸴条 会ィ㈐任⪅は㈈務担当理事とし、会ィ業務を統括する。 

第㸰章 勘定科目及び会ィ帳簿 

㸦勘定科目㸧 

第㸵条 本会㆟所の会ィにおいて使用する勘定科目のうち、大科目及び中科目については原則として

公益法人会ィ基準別⾲により、必せに応じて㐺応タ定するものとする。 

㸰 小科目については必せに応じてタ定するものとする。 

㸦会ィ処理㸧 

第㸶条 すべての会ィ処理は、ド憑書㢮によって事実をド明し、会ィ伝票に基づいてグ帳しなければ

ならない。 

㸦会ィ帳簿㸧 

第㸷条 会ィ帳簿は次の㏻りとする。 

㸦㸯㸧主せ簿 

ア㸬仕ヂ帳

イ㸬総勘定元帳

㸦㸰㸧⿵助簿 

ア㸬現㔠出納帳㸦小口現㔠を含む㸧

イ㸬㡸㔠出納帳

ウ㸬その他必せな⿵助簿

㸦帳簿の照合㸧 
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第㸯㸮条 帳簿は、毎月末日における帳簿と預金残高相互の㔠㢠と照合し、ㄗりがないことを確ㄆしなくては
ならない。

㸦帳簿の更新㸧 

第㸯㸯条 会ィ帳簿は毎会ィ年度ごとに更新する。 

㸦保存期㛫㸧 

第㸯㸰条 会ィに㛵する帳簿、伝票及び書㢮の保存期㛫は、次のとおりとする。 

㸦㸯㸧㈈務ㅖ⾲、㈈産目㘓、㝃属明細書    永久 

㸦㸰㸧会ィ帳簿  㸯㸮年 

㸦㸱㸧ド憑書㢮  㸯㸮年 

㸦㸲㸧その他の書㢮    㸳年 

㸰 前㡯の保存期㛫は、事業年度終了の時から㉳算するものとする。 

㸱 帳簿等を処分に付する場合は、事前に会ィ㈐任⪅の指示又は承ㄆによって⾜う。 

第㸱章 㔠㖹出納 

㸦㔠㖹の範囲㸧 

第㸯㸱条 このつ程において、㔠㖹とは現㔠及び㡸㈓㔠をいい、現㔠とは㏻㈌の他、㝶時に㏻㈌と引

換えることができる小切手、ド書等をいう。 

㸦出納㈐任⪅㸧 

第㸯㸲条 会ィ㈐任⪅は、㔠㖹の出納、保管について、出納㈐任⪅を⨨くことができる。 

第㸲章 ㈨産 

㸦固定㈨産の範囲㸧 

第㸯㸳条 このつ程において固定㈨産とは、⪏用年数㸯年以上で、かつ、取得価㢠㸱㸮万円以上の有

形固定㈨産及びその他の固定㈨産をいう。 

㸦固定㈨産の取得㸧 

第㸯㸴条 固定㈨産の取得は、予算に定めるもの以外は、理事会の承ㄆを得て⾜うものとする。 

㸦固定㈨産の取得価㢠㸧 

第㸯㸵条 固定㈨産の帳簿価㢠は取得価㢠による。ただし、㉗与により取得した㈨産は、その㈨産の

公正な取引に基づく取得時の価㢠により、また交換によるものは、交換に対して提供した㈨

産の帳簿価㢠によるものとする。 

㸦固定㈨産の管理㈐任⪅㸧 

第㸯㸶条 固定㈨産の管理㈐任⪅は、会ィ㈐任⪅とし、固定㈨産の管理及び事務を⾜う。 

㸦固定㈨産の管理㸧 

第㸯㸷条 会ィ㈐任⪅は固定㈨産台帳を備え、固定㈨産の保全状況及び異動についてグ㘓を⾜うとと

もに、その異動、毀損、滅失のあった場合は理事㛗に報告しなければならない。 
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㸦登グ及び担保㸧 

第㸰㸮条 固定㈨産のうち、不動産登グを必せとする場合は登グを⾜い、損害を受けるおそれのある

固定㈨産は㐺正㢠の損害保㝤を付さなければならない。 

㸦減価償却㸧 

第㸰㸯条 有形固定㈨産のうち土地及び建タ仮勘定を㝖き、各会ィ年度、定㢠法により減価償却を実

施するものとする。 

㸦改Ⰻ及び修繕㸧 

第㸰㸰条 有形固定㈨産の使用可⬟年数を延㛗する㒊分、又はその価㢠を増加せしめる㒊分に対応す

る支出㢠は、その㈨産の価㢠に加算する。 

㸦固定㈨産の㝖却及び売却㸧 

第㸰㸱条 固定㈨産の㝖却、売却等処分にあたっては、予算に定めるもの以外は、理事会の承ㄆを得

なければならない。 

㸦その他㈨産の管理及び㐠用㸧 

第㸰㸲条 本会㆟所の固定㈨産以外の㈨産の管理は会ィ㈐任⪅が⾜う。 

㸰 固定㈨産の管理㈐任⪅は、常にⰋ好な状態において管理し、各事業年度㸯回以上固定㈨産

台帳と現物を照合し、差異があるときは、理事㛗の承ㄆを経て帳簿の整理を⾜わなければな

らない。 

第㸳章 予算 

㸦予算の目的㸧 

第㸰㸳条 予算は各会ィ年度の事業ィ画に基づいて編成し、事業の円滑な㐙⾜を図ることを目的とす

る。 

㸦予算の編成㸧 

第㸰㸴条 理事㛗は事業ィ画に基づき、予算案を作成しなくてはならない。 

㸰 予算は次の各号について作成するものとする。 

㸦㸯㸧一⯡会ィ 

㸦㸰㸧特別会ィ 

㸦予算の承ㄆ㸧 

第㸰㸵条 予算案は理事会の承ㄆを得なければならない。 

㸰 予算の決定は総会の承ㄆによる。 

㸦予算の執⾜㸧 

第㸰㸶条 会ィ㈐任⪅は予算の執⾜状況を毎月理事㛗に報告しなければならない。 

㸰 予算の執⾜にあたって中科目、小科目相互㛫の予算の流用は、理事会の承ㄆを得なければ

ならない。 

㸱 大科目相互㛫の予算の流用は、理事会の決㆟を経て総会の承ㄆを得なければならない。 

㸲 予備㈝の使用は理事会の承ㄆを得なければならない。 

㸦予算の⿵正㸧 

第㸰㸷条 予算の⿵正を必せとする場合には、理事㛗は⿵正予算を作成し、理事会を経て総会の承ㄆ
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を得なければならない。 

第㸴章 決算 

㸦決算の目的㸧 

第㸱㸮条 決算は、一定期㛫の会ィグ㘓を整理㞟ィし、その収支の結果を予算と比㍑して、その収支

状況及び会ィ年度末の㈈産状況を明らかにすることを目的とする。 

㸦決算㛵係書㢮の作成㸧 

第㸱㸯条 会ィ㈐任⪅は、会ィ年度終了後㏿やかに決算手続に入り、決算㛵係書㢮を作成して当ヱ年

度の理事㛗に提出する。 

第㸵章 監査 

㸦目的㸧 

第㸱㸰条 監査は、理事・役員等の業務の執⾜状況及び㈈産の状況を監査し、不正、ㄗり、⬺漏を㜵

止することにより、法人業務の㐺正化を図ることを目的とする。 

㸦監事の⫋務㸧 

第㸱㸱条 監事は前㡯の目的を㐩成するために、定期的に監査を⾜わなければならない。 

㸦監査ィ画㸧 

第㸱㸲条 監事が監査を⾜うに当たっては、あらかじめ監査ィ画を立て、実施するものとする。 

㸦監査報告書㸧 

第㸱㸳条 監事は会ィ監査の終了後、結果を監査報告書に明グし、㏿やかにそれを理事㛗に提出しな

ければならない。 

㝃則 

このつ程の改廃は理事会の決㆟を経て⾜うものとする。
このつ程は平成㸱㸯年㸯月㸯日より施⾜する。

２０２３年０８月２４日一部改定

㸰 預貯金については、決算月末日に預貯金を証明できる書類により、その残高と帳簿残高を
照合しなければならない。

３ 決算㛵係書㢮は理事会の決㆟を経て、総会においてその承ㄆを得なければならない。
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理事㛗㑅挙に㛵するつ程 

第㸯章 総則 

㸦目的㸧 

第㸯条 公益社団法人ㄪ布㟷年会㆟所㸦以下本会㆟所という㸧の㐠営を円滑にし、その目

的を㐩成するために公益社団法人ㄪ布㟷年会㆟所定款に基づき、本会㆟所理事㛗

㑅挙に㛵するつ程を定める。役員等の㑅任については、別に「理事及び監事㑅任

に㛵するつ程」に定める。 

第㸰章 理事㛗㑅挙管理委員会 

㸦理事㛗㑅挙管理委員会㸧 

第㸰条 本会㆟所理事㛗の㑅挙に㛵する事務を管理するため、理事㛗㑅挙管理委員会㸦以

下管理委員会という㸧を置く。 

㸦定員㸧 

第㸱条 管理委員会の定員は㸳名とし、原則毎年㸳月末日までに理事㛗が正会員の中より

指名し、理事会の承ㄆを得るものとする。但し、㸳名の内㸯名は監事を指名する

ものとする。 

㸰 管理委員会委員に欠員が生じた場合は、理事㛗は原則として前㡯と同様の手続き

をして、正会員の中から⿵充する。 

㸦委員㛗と副委員㛗㸧 

第㸲条 管理委員会は、互㑅により委員㛗と副委員㛗を㸯名ずつ定める。 

㸰 委員㛗は、委員会の会務を統括し、委員会を代⾲して理事会に出席し、㑅挙に㛵

する事㡯につき報告及び意ぢを㏙べることができる。 

㸱 副委員㛗は、委員㛗を⿵佐し、委員㛗に事故あるときはその⫋務を代⾜する。 

㸦委員会㆟決㸧 

第㸳条 管理委員会の㆟事は、出席委員の㐣半数で決し、可否同数のときは委員㛗がこれ

を決する。 

㸦任期㸧 

第㸴条 管理委員会委員の任期は㸵か月以内とし、任期終了までに㑅挙事務処理が終わら

ない場合には、事務処理完了期まで任期を延㛗することができる。但し、この場

合、理事会の承ㄆを必せとする。 

㸦報告㸧 
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第㸵条 管理委員会は、㑅挙事務処理が完了したときは、理事㛗に報告書しなければなら

ない。 

㸦管理委員会細則㸧 

第㸶条 このつ程に定めるもののほか、理事㛗㑅挙に㛵する必せな事㡯は、理事会の承ㄆ

により管理委員会において別に定める。 

第㸱章 告示 

㸦告示㸧 

第㸷条 理事㛗㑅挙に㛵する告示は、すべて管理委員会委員㛗の名をもって、文書により

㏻知する。 

第㸲章 㑅挙権及び⿕㑅挙権 

㸦㑅挙権㸧 

第㸯㸮条 本会㆟所の正会員であって、当ヱ年の㸯月㸯日から当ヱ年の㑅挙人名簿確定日

までに引き続き正会員たる㈨格を有し、且つ㐠営つ則第㸱㸮条、㸱㸯条の所定

の期日までに会㈝を納入したものは、各⮬㸯個の理事㛗の㑅挙権を有する。た

だし、休会中の会員および当ヱ年に復会した会員は㝖く。 

㸦⿕㑅挙権㸧 

第㸯㸯条 本会㆟所の正会員であって、当ヱ年の㸯月㸯日から当ヱ年の㑅挙人名簿確定日

までに引き続き正会員たる㈨格を有し、且つ㐠営つ則第㸱㸮条、㸱㸯条の所定

の期日までに会㈝を納入したものは、各⮬㸯個の理事㛗の⿕㑅挙権を有する。

ただし、休会中の会員および当ヱ年に復会した会員は㝖く。 

第㸳章 㑅挙人名簿 

㸦㑅挙人名簿の確定㸧 

第㸯㸰条 㑅挙人名簿は、毎年㸴月㸯日付けをもって、管理委員会において確定する。 

㸦㜀ぴ㸧 

第㸯㸱条 本会㆟所は、㑅挙人名簿を事務局において、㝶時㛵係⪅の㜀ぴに供する。 

㸦再確定㸧 

第㸯㸲条 天災地変その他事故によって必せあるときは、さらに㑅挙人名簿を確定する。 

㸦異㆟申立て㸧 
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第㸯㸳条 㑅挙人名簿に異㆟のある正会員は、㸴月㸯㸮日までに管理委員会に対し異㆟の

申立てを⾜うことができる。 

㸰 管理委員会は、前㡯の申立てを受けたときは、すみやかにこれを審㆟し、定

結果を㸴月㸯㸳日までに会員に㏻知しなければならない。 

㸱 異㆟の申立てのない場合は㸴月㸯㸮日の経㐣をもって、異㆟の申立てのなされ

た場合は前㡯の㏻知をもって、㑅挙人名簿は確定するものとする。 

第㸴章 理事㛗候⿵⪅ 

㸦理事㛗候⿵⪅と推⸀⪅㸧 

第㸯㸴条 ⿕㑅挙権⪅が候⿵⪅となる場合は、㑅挙権を有する㸯㸮名の正会員の推⸀を得

て、理事㛗候⿵⪅となることができる。 

㸰 候⿵⪅推⸀⪅は、管理委員会が定める書式により、次の書㢮を㸴月㸯㸮日㸦事

務局休日の場合は⩣稼働日㸧より㸴月㸯㸳日㸦事務局休日の場合は⩣稼働日㸧

までの㛫に提出しなければならない。 

㸦㸯㸧理事㛗候⿵⪅の氏名、経歴及び㟷年会㆟所における履歴書 

㸦㸰㸧候⿵⪅に対する立候⿵承ㄆ書 

㸦㸱㸧候⿵⪅の㟷年会㆟所に対する意ぢ書 

㸦但し、その内容については管理委員会においてこれを指定する㸧 

㸦候⿵⪅の㈨格審査及び告示㸧 

第㸯㸵条 前条の書㢮を受理した管理委員会は、㸴月㸰㸮日㸦事務局休日の場合は⩣稼働

日㸧までに㈨格審査を⾜い、その㈨格を有することを確ㄆしなければならない。 

㸰 管理委員会は㈨格を有することがㄆめられた候⿵⪅については、前条第㸰㡯第

㸯号及び第㸱号のグ㍕内容と共にその氏名を、直ちに正会員に告示しなければ

ならない。 

㸦理事会推⸀による候⿵⪅㸧 

第㸯㸶条 㸴月㸯㸳日㸦事務局休日の場合は⩣稼働日㸧までに候⿵⪅の届け出がないとき

は、理事会が、㸯名の候⿵⪅を㸴月㸰㸮日までに推⸀する。 

㸰 理事会は、推⸀した候⿵⪅本人の承ㅙを得て、直ちにその旨を管理委員会に届

け出なければならない。 

㸱 理事会の推⸀を受けた候⿵⪅は、㸴月㸰㸳日㸦事務局休日の場合は⩣稼働日㸧

までに第㸯㸴条につ定された書㢮を管理委員会に提出しなければならない。 

第㸵章 㑅挙㐠動 

㸦期㛫㸧 

第㸯㸷条 㑅挙㐠動期㛫は㸴月㸰㸮日より㸴月㸱㸮日までの範囲内で管理委員会が指定す

る期㛫とし、期㛫外の㐠動は一切これを⾜ってはならない。 
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㸦印刷物㸧 

第㸰㸮条 㑅挙㐠動に使用できるものは、管理委員会において指定する形の印刷物のみと

する。 

㸦演ㄝと意ぢ交換㸧 

第㸰㸯条 候⿵⪅は、所信演ㄝ及び有権⪅との意ぢ交換を⾜うものとし、その日時・場所

並びに方法については、管理委員会がこれを指定する。 

㸦㑅挙㐠動㸧 

第㸰㸰条 候⿵⪅並びにこれを支持する有権⪅は、公益社団法人ㄪ布㟷年会㆟所の目的に

則り、名を㔜んじ節度ある㑅挙㐠動に努め、本つ程に定められた㑅挙㐠動以

外の⾜為は一切これを⾜ってはならない。 

第㸶章 投票及び㛤票 

㸦投票㸧 

第㸰㸱条 投票は、管理委員会所定の用紙を用い、毎年㸴月末日、本会㆟所において⾜う

ことを原則とする。 

㸰 投票日及び投票場所は、管理委員会がこれを告示する。 

㸦代理投票㸧 

第㸰㸲条 有権⪅は、他の有権⪅を代理人として投票を⾜うことができる。但し、白紙委

任状はㄆめられない。 

㸰 前㡯の代理人は、その代理権をドする書㠃を、投票を⾜う前に管理委員会に提

出しなければならない。 

㸦㑅挙㐪反㸧 

第㸰㸳条 有権⪅は、第㸯㸷条から第㸰㸰条のつ定に基づき、明らかに㐪反するものと思

われる事実については、管理委員会に文書で申立てを⾜うことができる。 

㸰 管理委員会は、申立ての事実㛵係をㄪ査のうえ、その事実㛵係をㄪ査のうえ、

その事実を判断し、必せな場合は、理事㛗に理事会の招㞟をせㄳすることがで

きる。 

㸦㈨格喪失㸧 

第㸰㸴条 理事会は、候⿵⪅が第㸯㸷条から第㸰㸰条のつ定に㐪反するものとㄆ定した場

合は、その候⿵⪅㈨格を喪失させるものとする。但し、その㆟決は当ヱ候⿵⪅

に弁明の機会を与えたうえ、出席構成員の㸱分の㸰以上の多数をもってこれを

決する。 
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第㸷章 当㑅人 

㸦理事㛗当㑅⪅㸧 

第㸰㸵条 有効投票の最多数を得た⪅が、理事㛗当㑅⪅となる。但し、最多得票⪅が有効

投票数の㐣半数を得ない場合には、次点⪅と決戦投票を⾜う。また、次点⪅が

」数の場合には、次点⪅同士決戦投票を⾜い、次点⪅㸯名を決める。 

㸦無投票当㑅㸧 

第㸰㸶条 第㸯㸴条につ定する㸴月㸯㸳日までの立候⿵⪅が㸯名のみの場合、もしくは第

㸯㸶条の理事会推⸀による候⿵⪅の場合は、第㸯㸵条による㈨格審査のうえ、

投票を⾜わずに当ヱ⪅が当㑅⪅となる。 

㸦告示と総会報告㸧 

第㸰㸷条 当㑅人が確定したときは、管理委員会は、直ちにその旨並びに当㑅人氏名を告

示し、且つ総会に報告しなければならない。 

㸦事故及び当㑅無効㸧 

第㸱㸮条 当㑅人決定後㸯㸰月㸱㸯日までの㛫に、当㑅人事故につき理事㛗に就任するこ

とができなくなった場合、もしくは次条につ定する当㑅無効となった場合には、

第㸯㸶条及び㸰㸷条を準用する。 

第㸯㸮章 当㑅の無効 

㸦当㑅無効㸧 

第㸱㸯条 当㑅人及びその推⸀人がその㑅挙に㛵して本つ程に㐪反したときは、総会の㆟

決を経てその当㑅を無効とする。 

㝃則 

本つ程は、理事会の㆟決を経て改廃することができる。 

本つ程は、㸯㸷㸷㸮年㸯㸰月㸳日より施⾜する。 

㸯㸷㸷㸯年㸯㸰月㸱日一㒊改定 

㸯㸷㸷㸵年㸯㸰月㸱日一㒊改定 

㸯㸷㸷㸶年㸯㸰月㸯㸮日一㒊改定 

㸰㸮㸯㸷年㸯月㸯日一㒊改定 

㸰㸮㸰㸮年㸱月㸰㸴日一㒊改定
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ㅖㅰ㔠に㛵するつ⛬ 

㸦┠ⓗ㸧 

➨㸯᮲ 公┈♫団ἲ人ㄪᕸ㟷ᖺ会㆟ᡤ㸦以下、ᮏ会㆟ᡤという。㸧が⾜う事ᴗ、ά動にか

かる対象者にᨭᡶうㅖㅰ㔠について、基‽を定めることを┠ⓗとする。

㸦基‽㸧 

➨㸰᮲ 㔠㢠の基‽について、ᑐ㇟⪅一人㸦一ἲ人㸧あたり㔠㸯㸮万円以内を基‽とし、

不ᙜに㧗㢠とならないようしなくてはならない。なお、対象者の社会的知名度・
社会的相場に↷らし、妥ᙜとㄆめられるときは、⌮事会のỴ㆟をもって基準額
を㉸えたᨭ出を⾜うことができる。

㸰 ᮏ会㆟ᡤの≉別会員、㈶助会員が対象者となる場合、原則↓償とする。ただし、
諸謝金をᨭᡶうことが┦ᙜとㄆめられる場合は、⌮事会のỴ㆟をもって諸謝金を
支払うことができる。

㸦委任㸧 

➨㸱᮲ その他、ᮏつ⛬の⾜に㛵しᚲせな事㡯は、⌮事会のỴ㆟をもって別に定めるこ

とができる。 

㝃則 

このつ⛬のᨵᗫは、⌮事会の㆟Ỵを⤒て⾜う。

ᮏつ定はᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸯᭶㸯᪥から⾜する

２０２３年０８月２４日一部改定 
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印❶つ⛬

㸦┠ⓗ㸧

➨㸯条 このつ⛬は、公┈♫団法人ㄪ布㟷年会㆟所において使⏝する印❶の作成、保⟶及び使⏝

について、必せな事㡯を定めることを┠ⓗとする。

㸦定⩏及び✀㢮㸧 
➨㸰条 印❶とは、業務上作成された文書及び㖟⾜➼㔠⼥機㛵との取引に使⏝される印で、その

印を押すことにより当ヱ文書及び取引が┿正なものであることを☜ㄆすることを┠ⓗと

し、次の各号の印を⥲⛠する。 
①㸬⌮事㛗実印㸦「代⾲⌮事の印」として所㎄法務局に印㚷Ⓩ㘓済の印㸧

②㸬⌮事㛗丸印㸦㔠⼥機㛵への届出印㸧

③㸬⌮事㛗ゅ印㸦⌮事㛗名による文書印、出版≀のㄳ求書➼の印㸧

④㸬その他➨㸳条のⓏ㘓を⤒た印❶

（印影㸧
➨㸱条 別⣬印❶台帳㸦以下「台帳」という㸧に押印されたものとする。 

㸦作成➼㸧

➨㸲条 印❶の作成、改印及び廃止の必せが⏕じた場合は、⌮事㛗の承ㄆをせするものとする。

㸦印❶制定㸧

➨㸳条 ➨㸰条④に基づく新たな印❶を制定する必せを⏕じたときは、当ヱ印❶の台帳を作成し、

⌮事㛗は⌮事会にて報告しなければならない。 

㸦保⟶㸧

➨㸴条 ➨㸰条でつ定する印❶を保⟶する⪅㸦以下「印❶保⟶㈐任⪅」という。㸧は、専務⌮事と

する。 
㸰 印❶保⟶㈐任⪅は、印❶が不正に使⏝されることがないよう、これを㐺正、厳格に保⟶

しなければならない。 
㸱 印❶保⟶㈐任⪅が、必せとㄆめるときは台帳にて印❶取扱⪅を指定することができる。

㸦使⏝㸧 
➨㸵条 印❶の押印を受けようとする⪅は、当ヱ文書を印❶保⟶㈐任⪅又は印❶取扱⪅に提出し、

その押印をㄳ求するものとする。 
㸰 ⌮事㛗実印及び⌮事㛗ゅ印の使⏝に㝿しては、押印した当ヱ文書の写しを保⟶し、その

使㏵を明らかにしておかなければならない。

㸦事故報告㸧 
➨㸶条 ➨㸰条につ定する印❶について、┐㞴、⣮失➼の事故があったときは、印❶保⟶㈐任⪅

は、┤ちに当ヱ印❶の✀㢮、事故の内容、その他必せな事㡯を⌮事㛗に報告しなければ

ならない。

㝃則

このつ⛬の改廃は、⌮事会の㆟決を⤒て⾜う。 
このつ⛬は、平成㸱㸯年㸯月㸯日から施⾜する。 
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別⣬

㸦印❶⡙ᵝᘧ㸧

㸦印    ᙳ㸧 

印 ᙳ の 名 ⛠ 

印 ᮦ 

寸 ἲ ミリメートル平᪉

作ᡂ・ᨵ刻年᭶᪥   年  ᭶  ᪥ 

使⏝㛤始年᭶᪥   年  ᭶  ᪥ 

ᗫ Ṇ 年 ᭶ ᪥   年  ᭶  ᪥ 

備⪃ 

ὀព (1) ⏝⣬は㸪㸿㸲判とし㸪公印㸯個につき㸯ᯛとすること。 
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ⶋ  ⾨  ⷙ  ⒟

ⶋ  ⾨  ⷙ  ⒟

㧔⋡ ⊛㧕

╙㧝᧦ ᧄⷙ⒟は、␠団ᴺ人⺞布㕍年会⼏所ㆇ営ⷙ⒟╙㧟㧥᧦に基づき、

㕍年会⼏所ㆇ動の⊒展と㜞揚に⾗するため、そのㆇ動に⽸₂した個人及

びグループのⶋ⾨に㑐する手⛯きを定める。

㧔ⶋ⾨委員会㧕

╙㧞᧦   前᧦の⋡⊛を㆐するために、ℂ事㐳は、ᱜ会員の中から指名によ
りⶋ⾨委員会㧔以下、担当委員会という㧕を⚿成し、ℂ事会の承を得

る。

㧞   担当委員会の定員は㧡名とし、互ㆬにより㧝名の委員㐳を定める。

㧔↳⺧及び推⮈㧕

╙㧟᧦

㧔㧝㧕担当委員会は、ⶋ⾨↳⺧ᦠの提出ᦼᣣを定し、各推⮈Უ体に↳⺧

ᦠの提出を᳞める。

㧔㧞㧕ⶋ⾨のᬁ⮈は、担当委員会の委員以外のℂ事によりⴕう。

㧔㧟㧕各推⮈⠪は、所定のᦼᣣまでに↳⺧ᦠを担当委員会に提出しなけれ

ばならない。

㧔↳⺧ᦠ㘃㧕

╙㧠᧦   ⶋ⾨の↳⺧には、ᰴのᦠ㘃をᦼᣣまでに担当委員会に提出するも
のとする。

㧔㧝㧕↳  ⺧  ᦠ
㧔㧞㧕ⶋ⾨を憂けようとする内容を⚦に⺑するに⿷るᦠ㘃㧔企↹、⚻

ㆊ、⚿ᨐ╬について㧕

㧔㧟㧕その他写⌀╬の参⠨⾗料

㧔審   ᩏ㧕
╙㧡᧦

㧔㧝㧕ⶋ⾨の対⽎となるᦼ㑆は、原則としてᧄ事ᬺ年度における⽸₂に対

してⴕう。但し、必ⷐに応じてᧄ事ᬺ年度以前のᵴ動をも⠨慮するこ

とができる  。
㧔㧞㧕ⶋ⾨候の推⮈⠪は、担当委員会より⾗料の提出または⺑を᳞め

られた場合、これに応じなければならない。

㧔㧟㧕担当委員会は、提出された↳⺧ᦠを審ᩏし、ᧄⷙ⒟の╙㧤、㧥᧦に
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ⶋ  ⾨  ⷙ  ⒟

ⷙ定されたⶋ⾨の基Ḱに基づき、各⾨の当⠪、当グルーブを定

する。

㧔ⶋ⾨の⊒㧕

╙㧢᧦   担当委員会は、ⶋ⾨の⊒を✚会または例会において、具体⊛に
ⶋ⾨ℂ↱を⺑してⴕうものとする。

㧔ⶋ⾨の⒳㘃㧕

╙㧣᧦

㧔㧝㧕ⶋ⾨を、ᦨ優⑲及び優⑲に分け、個人及びグル―プ別に与えるもの

とする。

㧔㧞㧕その他、担当委員会が必ⷐとめたⶋ⾨を与えることができる。

㧔ⶋ⾨の基Ḱ   個人㧕
╙㧤᧦

㧔㧝㧕ᦨ優⑲㧶㨍㨥㨏㨑㨑⾨

ᧄ会⼏所のᱜ会員で、㕍年会⼏所ㆇ動並びにᧄ会⼏所にᦨも㗼⪺な

⽸₂のあった個人に与える。

㧔㧞㧕優⑲㧶㨍㨥㨏㨑㨑⾨

ᧄ会⼏所のᱜ会員で、㕍年会⼏所ㆇ動並びにᧄ会⼏所に㗼⪺な⽸₂

のあた個人に与える。

㧔㧟㧕ᦨ優⑲新人⾨

ᧄ会⼏所のᱜ会員で、㕍年会⼏所ㆇ動並びにᧄ会⼏所にᦨも㗼⪺な

⽸₂のあった個人に与える。

㧔㧠㧕優⑲新人⾨

イ ᧄ会⼏所の新入会員で、㕍年会⼏所ㆇ動並びにᧄ会⼏所に㗼⪺な

⽸₂のあった個人に与える。

ロ 各個人ⶋ⾨は、前㗄の基Ḱに当し、かつⵍⶋ⾨⠪がᧄ会⼏所ㆇ

営ⷙ⒟╙㧞㧟᧦╙㧠号にⷙ定された出席₸をする⠪に与える。

㧔ⶋ⾨の基Ḱ   グループ㧕
╙㧥᧦

㧔㧝㧕ᦨ優⑲グループ⾨

ᧄ会⼏所所属の委員会╬で、㕍年会⼏所ㆇ動並びにᧄ会⼏所にᦨも

㗼⠪な⽸₂のあったグループに与える。

㧔㧞㧕優⑲グループ⾨

ᧄ会⼏所所属の委員会╬で、㕍年会⼑所ㆇ動並びにᧄ会⼏所に㗼⪺

な⽸₂のあったグループに与える。

㧔ⶋ⾨の内容㧕
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╙㧝㧜᧦

㧔㧝㧕受⾨⠪及ぴ受⾨グル―ブには、⾨⁁及び⸥念品を⿅る。

㧔㧞㧕別に、スポンサ―による副⾨を付けることができる。

㒝   則
ᧄⷙ⒟は、✚会の⼏を⚻て改廃することができる。

ᧄⷙ⒟は㧝㧥㧥㧜年㧝㧞㧡ᣣよりᣉⴕする。

㧝㧥㧥㧝年㧝㧞㧟ᣣ   一ㇱ改定
㧝㧥㧥㧡年㧥㧞㧤ᣣ   一ㇱ改定
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庶  務  ⷙ  ⒟

╙   㧝   ┨ ✚ 則

㧔⋡ ⊛㧕

╙㧝᧦   ␠団ᴺ人⺞布㕍年会⼏ᚲ㧔以下ᧄ会⼏ᚲという㧕のㆇ営を円Ṗに
し、その⋡⊛を㆐ᚑするために␠団ᴺ人⺞布㕍年会⼏ᚲ定᱅に基づき、

事務局、ᘮ弔、ᣏ⾌╬の庶務に㑐するⷙ⒟を定める。

╙   㧞   ┨ 事   務   局

㧔ᬺ   務㧕
╙㧞᧦ 事務局は、下⸥のᬺ務をⴕう。

㧝   ᢥᦠのᢛℂ保存
㧔㧝㧕᳗久保存

イ 定᱅及び⻉ⷙ⒟

ロ ✚会⾗ᢱ・⼏事㍳・㓸ㅢ⍮と出ᰳ╬の回╵

ハ ℂ事会⾗ᢱ・⼏事㍳・㓸ㅢ⍮と出ᰳ╬の回╵

ニ 官公⟑㑐係⾗ᢱ

ホ ⊓⸥・契⚂ᦠ㘃

へ 会員台帳及び会員名★

ト ᧄ会⼏ᚲ会報

チ 人事⸥㍳㧔役員名★、就任ᛚ⻌ᦠ及ぴ履ᱧᦠ㧕

リ ⾗↥台帳及び備品台帳

ヌ 事ᬺ報告ᦠ・各年度ᧃ⽷↥⋡㍳と▚ᦠ

ル 事ᬺ⸘↹ᦠ及び収ᡰ予▚ᦠ

㧔㧞㧕㧡年保存

イ 会⸘⻉帳★㧔ᴺ令で定める保存ᦼ㑆がこれをえるものについて

は、その定めによる。㧕

ロ ᧄ会⼏ᚲ内ㇱのᢥᦠ✄り

ハ 委員会⼏事㍳㧔室及び․別委員会㧕

ニ 㕍年会⼏ᚲ㑐係出向⠪報告

㧔㧟㧕㧝年保存

イ ␠団ᴺ人ᣣᧄ㕍年会⼏ᚲ及び他㕍年会⼏ᚲ㑐係ᦠ㘃

ロ 事務局・庶務㑐係ᦠ㘃
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ハ 上⸥㧔㧝㧕㧔㧞㧕に属さないᢥᦠ・帳★

㧞   ᧄ会⼏ᚲ⽷↥の保▤  

㧟   その他、定᱅並びに⻉ⷙ⒟にᜰ定され、またℂ事会で定されるᬺ務

╙   㧟   ┨ ᘮ 弔

㧔基   Ḱ㧕
╙㧟᧦   ᱜ会員のᘮ弔に㑐しては、ᰴの基Ḱによりᘮ弔全もしくは⸥ᔨ品
を⿅る。

㧔㧝㧕ᱜ会員の⚿婚   㧝㧜㧘㧜㧜㧜円
㧔㧞㧕ᱜ会員の子女⺀↢㧔╙㧝子に㒢る㧕   㧡㧘㧜㧜㧜円
㧔㧟㧕ᱜ会員のᱫ亡   㧞㧜㧘㧜㧜㧜円と供⧎
㧔㧠㧕ᱜ会員の㈩偶⠪のᱫ亡   㧞㧜㧘㧜㧜㧜円と供⧎  

㧔㧡㧕ᱜ会員の両ⷫ㧔実ῳᲣ㧕及び子女のᱫ亡   㧝㧜㧘㧜㧜㧜円
㧞   以上のほか、ℂ事㐳がᔅⷐとめたときは、この㒢りではない。

╙   㧠   ┨ ᣏ ⾌

㧔公務出張╬㧕

╙㧠᧦   ᧄ会⼏ᚲの↪務により、ℂ事会より依㗬またはᛚされて出張し
た場合、ᰴのとおリᣏ⾌をᡰ⛎する。

㧔㧝㧕  ⺞布市よりᣣ⊛地までの往ᓳᣏ⾌⋧当㗵
㧔㧞㧕  宿ᴱᢱは、ℂ事㐳がᔅⷐとめた場合その実⾌
㧞   この事㗄に定めのないものについては、そのつどᔅⷐによりℂ事㐳が
これを定し、その後ℂ事会に報告するものとする。

╙   㧡   ┨ 事務局員

㧔ᬺ   務㧕
╙㧡᧦ 事務局員は、ᧄ会⼏ᚲを円Ṗにㆇ営するために、ᧄ会⼏ᚲに㑐わ

る一⥸ᬺ務をⴕう。
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㧔㊄出⚊事務㧕

╙㧢᧦   事務局員は、会⸘事務を原則としてⴕわない。但し、ᣣ常の全
出⚊についてⴕうことができる。

㧔㓹↪ほか㧕

╙㧣᧦   㓹↪᧦件その他ᔅⷐ事㗄については、ℂ事会のᛚをᓧる。

㒝   則
ᧄⷙ⒟は、✚会の⼏を⚻てᡷ廃することができる。

ᧄⷙ⒟は、㧝㧥㧥㧜年㧝㧞㧡ᣣよりᣉⴕする。

㧝㧥㧥㧝年㧝㧞㧟ᣣ 一ㇱᡷ定

㧝㧥㧥㧡年㧥㧞㧤ᣣ 一ㇱᡷ定
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